
介護認定審査会に係る根拠法令等 

 

 

介護保険法(平成9年法律第123号) 〈抜粋〉 

 

（介護認定審査会) 

第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」

という。)を置く。 

（委員) 

第十五条 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 

２ 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあって

は、区長。以下同じ。)が任命する。 

（共同設置の支援) 

第十六条 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項

の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができ

る。 

２ 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助

言その他の援助をすることができる。 

（政令への委任規定) 

第十七条 この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

介護保険法施行令(平成10年政令第412号) 〈抜粋〉 

 

（介護認定審査会の委員の定数の基準) 

第五条 法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定す

る政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定

の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及

び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町

村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとす

る。 

（委員の任期) 

第六条 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当

該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長) 

第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議) 

第八条 認定審査会は、会長が招集する。 

２ 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 

３ 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 



（合議体) 

第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」

という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。 

２ 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。 

３ 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。 

４ 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

５ 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。 

６ 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。 

（都道府県介護認定審査会に関する読替え) 

第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。

この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替える

ものとする。 

 

広島市介護保険条例（平成12年条例第35号）〈抜粋〉 

 

（認定審査会の委員の定数) 

第2条 広島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、340人以内とする。 

(平13条例23・平16条例21・平25条例15・一部改正) 

（規則への委任) 

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

広島市介護保険規則（平成12年規則第51号）〈抜粋〉 

 

（合議体） 

第２条 令第９条第１項に規定する合議体（以下「合議体」という。）の数は、33とする。 

２ 合議体を構成する委員の定数は、７人とする。 

３ 合議体は、令第９条第２項に規定する長（以下「長」という。）が招集する。 

（平13規則59・平16規則20・平25規則20・平27規則12・一部改正） 

（長） 

第３条 長は、その属する合議体の事務を総理する。 

２ 長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する者が、

その職務を代理する。 

（介護扶助の実施に必要な審査及び判定） 

第４条 生活保護法（昭和25年法律第144号）第15条の２に規定する介護扶助の実施に関し必要な介護保険の被保険

者以外の者に係る要介護状態又は要支援状態の審査及び判定については、広島市介護認定審査会（以下「認定審査会」

という。）は、同法第19条第４項に規定する保護の実施機関からの依頼に基づき行うものとする。 

（庶務） 

第５条 認定審査会の庶務は、健康福祉局高齢福祉部介護保険課において処理する。 

２ 前項の規定にかかわらず、合議体の庶務は、区役所厚生部福祉課において処理する。 

（平15規則６・平20規則55・平30規則42・令２規則15・一部改正） 

（委任規定） 

第６条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、令第７条第１項に規定する会長が認定

審査会に諮って定める。 

 

 

 


